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第１ 包括外部監査の概要 
 
１．監査の種類 
地方自治法第 252条の 37第 1項に基づく包括外部監査 
 

2．外部監査の対象とした特定の事件（テーマ） 
(１) 監査テーマ 

県立病院の財務事務の執行及び管理運営について 
 

(２) 監査対象機関 
病院局総務課     （以下 「総務課」と称す） 
県立心臓血管センター （以下 「心臓血管センター」と称す） 
県立がんセンター   （以下 「がんセンター」と称す） 
県立精神医療センター （以下 「精神医療センター」と称す）  
県立小児医療センター （以下 「小児医療センター」と称す）  
 

３．監査対象期間 
主として平成 18年度（自平成 18年 4月 1日 至平成 19年 3月 31日）、ただし、
必要に応じて過年度分及び平成 19年度分についても監査対象とした。 

 
４．テーマ選定の理由 

群馬県には、４つの県立病院（心臓血管センター、がんセンター、精神医療セン

ター、小児医療センター）があり、各分野における高度・専門病院として県民の健

康保持に寄与している。また、病院運営にあたっては、平成 16 年度から「県立病
院改革ヴィジョン～日本一レベルの県立病院を目指して～」の目標の下、「医療水

準」「患者サービス」「経営意識」の向上を目指し、それぞれの分野で県立病院を日

本一のレベルにするため、ハード、ソフト両面において充実が図られているところ

である。 
その一方で、病院事業への他会計からの「負担金交付金」は、直近 2年間連続（予
算ベース）で 62 億円が計上され、また、起債額も平成 18 年度は 117 億円が計上
されており、現在、将来ともに県民負担の多い分野である。 
 このような実態にある県立病院事業の財務事務の執行が法令等に準拠して適正に

執行されているか、また、その事務が地方自治法第 2条第 14項及び 15項の趣旨（経
済性、効率性、有効性）を達成していくように運営されているかどうかについて監

査する意義があると判断した。 
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５．監査の視点 

(１) 県立病院の運営が設置目的に沿って適切に運営されているか。 
(２) 県立病院は経済性、効率性の観点から、適切に運営されているか。 
(３) 受益者負担経費とその他の経費との区分は、適正に行われているか。 
(４) 財務事務の執行が関係法規に従って有効適切に運用されているか。 
(５) 入札及び随意契約制度は関係法規に従って適切に行われているか。 
(６) 施設設備及び備品の管理は関係法規に従って適切に行われているか。 
(７) 情報及び情報機器の利用に伴う管理は適切に行われているか。 
(８) その他 

 
６．主な監査手続 

(１) 設置目的との関連、経済性、効率性については、質問、資料の吟味・分析によ

り検討を行った。 
(２) 負担金の適正性については、質問、資料の吟味、照合により検討を行った。 
(３) 財務事務の執行状況については、質問、資料との照合、関係諸法令の吟味によ

り検討を行った。 
(４) 契約事務については、関係諸法令への準拠性、経済合理性の観点から、質問、

資料の吟味により検討を行った。 
(５) 施設設備及び備品については、質問、資料の吟味、現場視察、現品実査及び台

帳との照合により検討を行った。 
(６) 情報及び情報機器の管理については、現場視察、質問、資料および関係諸法令

の吟味により検討を行った。 
 
７．外部監査の実施期間 
  ・平成 19年 4月 28日～平成 20年 2月 5日 
・各機関別の主たる往査期間 
総務課      平成 19年 8月 2日～７日    
精神医療センター 平成 19年 8月 23日～28日 
小児医療センター 平成 19年 9月 4日～11日 
心臓血管センター 平成 19年 9月 19日～25日 
がんセンター   平成 19年 10月 10日～16日 

 
８．包括外部監査人及び補助者 

(１) 包括外部監査人 
公認会計士  田中 誠 
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(２) 補助者 
   公認会計士  横山 太喜夫 
   公認会計士  永井 乙彦 

公認会計士  松井 理 
公認会計士  鈴木 祥浩 
公認会計士  廣瀬 信二 
公認会計士  赤尾 敬一郎 

   公認会計士  猿渡 良太郎 
   公認会計士  松岡 光弘 
     
９．外部監査人と選定した特定の事件との利害関係 
 包括外部監査人及び補助者は、いずれも本監査の対象とした事件について、地方自

治法第 252条の 29に定める利害関係がないことを確認した。 
 
１０．その他 

(１) この報告書は、地方自治法第 252条の 37第 5項に規定される「監査の結果」
として報告するものであるが、｢意見｣として掲げられている事項は、同法第 252
条の 38 第 2 項に規定される「監査の結果に関する報告に添える意見」として
提出するものである。 

(２) 上記意見は、総務課や各県立病院に対しての改善意見であるが、項目によって
は県知事部局で取り組んでもらいたい事項も含んでいることを付言しておく。 

(３) 報告書の表の内訳金額については、端数処理の関係等で合計金額と一致しない
場合がある。また、文中に数値を引用した場合にも端数処理の関係等で金額が

一致しない場合がある。 
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（4）監査報告書の構成イメージ 

 
 

 

改 革 ・ 改 善 

・公立病院としての使命 

現状 

１．県内病院概況と県立病院の位置づけ 

２．県立病院の概況 

３．病院事業の財務状況 

４．各病院の財務状況（「病院会計準則」の観点も

採り入れて） 

 

・長期に及ぶ損失計上 

・多額の欠損金 

・新病院の建設整備等大規模な設備投資 

第２ 監査対象の概要 第３ 監査結果及び意見 

説明責任

IT 

望ましい組織 

県民

２．会計制度について（11）～（18） 

３．人事・人件費管理について（19）～（31） 

４．契約事務管理について（32）～（45） 

５．固定資産管理について（46）～（54） 

６．たな卸資産管理について（55）～（57） 

 

負担金 

６０億円投入 

・県民負担の軽減 
両立

7.IT関連管理について

  (58)～(60) 

1. 病院経営について

  (9)～(10) 

 １．病院経営について 

  (1)～(8) 



 


